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  告　　　　　示  

山形県告示第841号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第842号

　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　解除に係る保安林の所在場所

　長井市平野字北脇ノ沢4164－１、字折草下4157－１、字南前野4167－１（以上３筆について次の図に示す部分

に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　公衆の保健

３　保安林解除の理由

　　ダム用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課及び長井市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

認　定　期　間所　　　　　　 在 　　　　　　地名　　　　　　　　　　称

平成18年10月１日から

平成21年９月30日まで
西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501番地白鷹町立病院
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山形県告示第843号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定で

ある旨の通知があった。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 保安林予定森林の所在場所

　　　　鶴岡市大鳥字吉岡１－26、字松ヶ崎346－１

　　(2) 保安林指定の目的

　　　　土砂の流出の防備

　　(3) 指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

　　　ハ　植栽の方法・期間及び樹種

　　　　  次のとおりとする。

２　(1) 保安林予定森林の所在場所

　　　　鶴岡市下田沢字王将倉１

　　(2) 保安林指定の目的

　　　　土砂の流出の防備

　　(3) 指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

　　　ハ　植栽の方法・期間及び樹種

　　　　　次のとおりとする。　　　　　　　　

３　(1) 保安林予定森林の所在場所

　　　　南陽市小滝字獅子喰八1128、1128－１、1129、1129－１、1130、1130－１

　　(2) 保安林指定の目的

　　　　土砂の流出の防備

　　(3) 指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

　　　ハ　植栽の方法・期間及び樹種

　　　　　次のとおりとする。 

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林課並びに鶴岡市役所及び南陽市役所に備

え置いて縦覧に供する。）
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山形県告示第844号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する予

定である。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　　　平成元年５月９日山形県告示第564号

　　(2) 変更に係る指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　　変更しない。

　　　ロ　立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種

　　　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び小国町役場に備え置いて縦覧に供する。）

２　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　　　平成４年８月28日山形県告示第1024号

  　 (2) 変更に係る指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　　変更しない。

　　　ロ　立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種

　　　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び小国町役場に備え置いて縦覧に供する。）

３　(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　　　昭和30年８月30日山形県告示第661号

　　(2) 変更に係る指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　　変更しない。

　　　ロ　立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種

　　　　　次のとおりとする。

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第845号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山総務建築課において平成18年９月５日から同月18日まで縦覧に供

する。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　東根尾花沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

541
43.5～

 8.5
旧

東根市一本木一丁目1755番11から

同　　大字蟹沢字鳥居崎1735番１まで

同　上
49.0～

23.5
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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山形県告示第846号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部北村山総務建築課において平成18年９月５日から同月18日まで縦覧に供

する。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　東根大森工業団地線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第847号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成18年９月５日から同月18日まで縦覧に供

する。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　勧進代舟場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第848号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成18年９月５日から同月18日まで縦覧に供

する。

　　平成18年９月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　勧進代舟場線

２　供用開始の区間　　長井市五十川字袋6014番７から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　1905番３まで

３　供用開始の期日　　平成18年９月５日

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

641
48.4～

22.0
旧

東根市大字東根元東根字一本木5975番２から

同　　一本木一丁目1755番11まで

同　上
48.4～

22.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

36
30.2～

12.4
旧

長井市五十川字袋6014番７から

同　　　　　　　1905番３まで

同　上
30.2～

12.4
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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正　　　　　誤

正誤行ページ
県 公 報
番　 号

発行年月日

後のに係る下から22848第1746号平成18. 6. 2

(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立

木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

変更しない。下から20同同同

(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立

木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

変更しない。下から９同同同

(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立

木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

変更しない。２849同同

(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立

木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

変更しない。12同同同
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